
 

 

 

事 務 連 絡 

   令和２年５月２日 

 

 

 

   都道府県 

各   指定都市  特別定額給付金担当課（室）  御中 

中 核 市 

 

総務省自治行政局地域政策課 

特別定額給付金室 

 

 

特別定額給付金事業における成年後見人等による 

申請・受給の代理に関するＱ＆Ａについて 

 

  

特別定額給付金事業の実施につきましては、平素から多大な御理解及び御協

力をいただき、厚く御礼を申し上げます。 

特別定額給付金（以下「給付金」という。）の代理申請・受給については、「特

別定額給付金（仮称）の申請・受給の代理について」（令和２年４月 27 日付け

総務省自治行政局特別定額給付金室長事務連絡）によることとしていますが、

今般、別紙のとおり、給付金の代理申請・受給を行う法定代理人（成年後見人、

代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人な

ど）に関するＱ＆Ａを取りまとめましたので御連絡いたします。 

 都道府県におかれては、管内市町村（特別区を含み、指定都市及び中核市を

除く。）への周知について特段の御配慮を御願いいたします。 

  



 

 

 

別紙 

 

特別定額給付金事業における成年後見人等による 

申請・受給の代理に関するＱ＆Ａについて 

 

令和２年５月２日版 

総務省自治行政局地域政策課特別定額給付金室 

 

 

（答） 

○ 当該代理人が、成年後見登記制度に基づく登記事項証明書（の写し）によ

り成年後見人と確認できる場合は、委任状の提出は不要。 

 

 

（答） 

○ 当該代理人が、成年後見登記制度に基づく登記事項証明書（の写し）によ

り保佐人又は補助人と確認でき、かつ、公的給付の受領に関する代理権が付

与されていることが代理権目録（の写し）により確認できる場合（※）は、

委任状の提出は不要。 

（※）保佐・補助開始の申立てに関し裁判所が示している最新の書式において

は、代理権の一項目として「臨時給付金その他の公的給付の受領」が示され

ていることから、この項目の有無によって確認可能と考えられるが、登記し

た時期が古い等の場合は個別判断による。 

 

 

（答） 

問１： 申請・受給対象者本人（以下単に「本人」という。）が成年被後見人

である場合に、本人の代理人として成年後見人が申請するときは、委任状の

提出が必要か。 

問２： 本人が被保佐人又は被補助人である場合に、本人の代理人として保佐

人又は補助人が申請するときは、委任状の提出が必要か。 

問３： 本人が成年被後見人等である場合に、市町村の判断により、申請書の

送付先を成年後見人等にすることは可能か。 



 

 

 

○ 可能である。 

○ 現状、各自治体において、成年被後見人等に関する各種通知文書を、成年

後見人等に送付する取扱いを行っている場合がある。そのような場合には、

関係部局で連携の上、特別定額給付金の申請書についても、同様に成年後見

人等に送付することを積極的に検討頂きたい。 

 

 

 


